
1

女性の活躍が支える周産期医療
医師の働き方改革のヒントがここにある

〜本会のアンケート調査 および

諸外国の女性医師の就労環境比較研究調査から〜

日本産婦人科医会
勤務医委員会

木戸 道子

常勤において男性医師は減少傾向で女性医師のみが増加

産婦人科勤務医の待遇改善と女性医師の就労環境に関するアンケート調査報告（平成29年度）
P34より引用
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女性医師の増加分のほとんどは妊娠・育児中
周産期医療のゆくえはその働き方にかかっている

産婦人科勤務医の待遇改善と女性医師の就労環境に関するアンケート調査報告（平成29年度）
P34より引用

院内保育所設置率は７割まで増加するも
病児保育や 24 時間保育は２割台

産婦人科勤務医の待遇改善と女性医師の就労環境に関するアンケート調査報告（平成29年度）
P37より引用
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育児中の女性医師の働き方
緩和なく当直 ２割
緩和あり当直 ３割
当直なし ４割

当直免除の理由
医局の方針 ４割
本人希望 ６割

時短勤務 ２割のみ

産婦人科勤務医の待遇改善と女性医師の就労環境に関するアンケート調査報告（平成29年度）
P28、P29より引用

産婦人科勤務医の待遇改善と女性医師の就労環境に関するアンケート調査報告（平成29年度）
P29より引用

分娩が完全免除になっている女性医師は多くないが
半数は本人希望による
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アンケート調査からの提言

• 分娩取扱い病院数の減少 → 施設あたり業務の増加

• 働き方に制約がある医師の割合が多い

→ 業務配分の不均衡 当直医の負担が増加

• 保育施設で時間外や病児対応が可能な施設はまだ少ない

• 短時間勤務、交代勤務等の柔軟な勤務体制の導入はわずか

→ 育児をしながら働くための制度はまだ不十分

周産期医療を支える人材を育成し、活躍できるようにするために

勤務実態に合う支援、家庭生活との調和を考えた働き方が必要

例： 病児保育・時間外保育の充実

一部の限られた利用者
利用する時期や人数が一定しない
→ 運営コストをどう負担するか

ひとつの医療機関で病児保育や
時間外保育に対応するのではなく
地域の複数の医療機関で共同利用
そこへの補助金も検討されるべき
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9 17 9 17（時）

例： 短時間勤務者活用（当直医の勤務時間短縮策）

9 17 21

短時間勤務者

1610 1610

9 17

当直医

当直医

日本と諸外国の女性医師の就労環境と条件に関する
比較研究プロジェクト委員会

プロジェクトリーダー 中井章人（日本医科大学多摩永山病院）

委員 木戸道子（日本赤十字社医療センター）

武知公博（公立昭和病院）

長谷川ゆり （長崎大学医学部）

吉田穂波（神奈川県立保健福祉大学）

米本倉基（藤田保健衛生大学）

幹事 百村麻衣（杏林大学医学部）
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調査結果：海外における女性医師の現状

• 女性医師の割合が日本よりも高い国は多く

社会福祉もより充実している国もあるが、女性医師は

日本と同様、仕事と育児との両立に苦労している。

• 女性医師が指導的立場にある割合は低い。

• プライマリケアなど特定の診療科を選択する傾向がある。

• 平均給与は女性のほうが男性より少ない。

• 女性医師が仕事を続けている場合、

独身や子どもをもたないケースが多い。

海外における女性医師のキャリアの障壁

• 保育施設の整備不足

• 柔軟な働き方の選択肢がない

• 女性自身の自己肯定感が低い

• 適切なロールモデルの欠如

• 女性・母としての家庭責任が重い

• ガラスの天井、リーダーは男という古い概念

キャリアアップのために提案されている施策

• 安全で信頼できる保育制度の整備

• 短時間勤務など多様な働き方

• キャリア教育、柔軟なキャリアパスやプログラム

• メンター・ロールモデルの充実

• 家庭や組織風土の変革

施策推進のために適切な財政的支援が必要であるとしている
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女性医師支援は医師の働き方改革において重要事項

医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組
（厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会」（2018年１月15日））

• 医師の労働時間管理の適正化に向けた取組

• 36協定の自己点検

• 既存の産業保健の仕組みの活用

• タスク・シフティング（業務の移管）の推進

• 女性医師等に対する支援

• 医療機関の状況に応じた医師の労働時間短縮に向けた取組

性別に関わらず技量を高め、キャリアを築ける仕組みが必要

医師の偏在を是正し地域医療を守る観点から、個人の問題として片付けるのでは
なく、組織的に対応すべきである

産婦人科で活躍する女性医師の働き方が医師、そして女性全体の
働き方の先進モデルとなるよう今後も調査・提言を進めていきたい


